
○宮崎大学医学部附属病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練規程

平成16年４月１日
制 定

改正 平成31年４月26日

（趣旨）
第１条 宮崎大学医学部附属病院（以下「本院」という。）における外国医師及び外国歯
科医師の臨床修練については、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法
第17条及び歯科医師法第17条の特例に関する法律(昭和62年法律第29号。以下「法」と
いう。）その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

（定義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1) 外国医師等 法第２条第１号に規定する外国医師又は同条第２号に規定する外国歯
科医師をいう。

(2) 臨床修練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師
等が、病院において臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医（以下「指導医等」とい
う。）の実地の指導監督の下に医業又は歯科医業を行うことをいう。

(3) 指導医等 法第８条の認定を受けた臨床修練指導医及び臨床修練指導歯科医をい
う。

(4) 修練医等 法第３条第１項の許可を受けた外国医師等をいう。
(5) 診療科等とは、本院における診療科及び中央診療施設をいう。

（資格）
第３条 本院において臨床修練を行うことができる外国医師等は、宮崎大学（以下「本学」
という。）において次の各号の一に該当する身分を有する者とする。
(1) 大学院学生、研究留学生、外国からの大学院特別研究学生又は研究生
(2) 外国人受託研修員
(3) 招へい外国人研究者
(4) 外国人研修員

（臨床修練の申請等）
第４条 本院で臨床修練を行うことを希望する外国医師等は、あらかじめ指導を受けよう
とする指導医等及び診療科等の長の同意を得て、臨床修練申請書（別記様式第１号）に
関係書類を添え、指導医等を経由して宮崎大学医学部附属病院長（以下「病院長」とい
う。）に申請するものとする。

２ 前項の申請は、原則として臨床修練開始希望日の３か月前までに行わなければならな
い。

３ 病院長は、第１項の申請があったときは、病院運営審議会の議を経て、受入れの可否
を決定し、申請者に通知するものとする。

４ 病院長から受け入れる旨の通知を受けた外国医師等は、厚生労働大臣に臨床修練許可
申請を行うものとする。

５ 厚生労働大臣から臨床修練許可証（以下「許可証」という。）が交付された外国医師
等は、速やかに当該許可証を病院長に提示しなければならない。

（指導医等の責務）
第５条 指導医等は、臨床修練に際して、常時、実地の指導及び監督に当たるものとする。
２ 指導医等は、臨床修練を行う上で問題が生じたとき又は生じるおそれがあると認めら
れるときは、直ちに当該診療科等の長及び病院長に報告しなければならない。

（臨床修練の期間）
第６条 臨床修練の期間は、２年以内の厚生労働大臣が定めた期間とする。

（臨床修練の制限）
第７条 修練医等は、指導医等の指示に基づかない医療行為及び処方せんの交付は行って



はならない。

（修練医等の給与）
第８条 修練医等が行う診療に対しては、報酬を支給しない。

（諸規程の遵守）
第９条 修練医等は、本学の諸規程を守らなければならない。

（臨床修練の中止等）
第１０条 病院長は、次の各号の一に該当する場合は、病院運営審議会の議を経て当該臨
床修練を中止又は受入れを取り消すことができる。
(1) 事故等が発生したとき又は発生のおそれがあると認められるとき。
(2) 修練医等が法第６条に定める許可の取消条件に該当すると認められるとき。
(3) 指導医等が法第10条に定める認定の取消しを受けたとき。
(4) その他継続することが適当でないと認められるとき。

（損害賠償等）
第１１条 修練医等は、本人の故意又は過失により、医療過誤を引き起こした場合又は施
設、設備等を損傷した場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うもの
とする。

（報告）
第１２条 指導医等は、前年度に実施した臨床修練の状況を毎年４月10日までに実施状況
報告書（別記様式第２号）により病院長に報告するものとする。但し、年度途中で終了
した臨床修練については、速やかに提出するものとする。

（臨床修練証明書）
第１３条 病院長は、臨床修練を行った修練医等のうち十分な成果を挙げた者に対し、病
院運営審議会の審査を経て、厚生労働大臣の証明を添えて臨床修練証明書を交付するも
のとする。

（事務）
第１４条 臨床修練に関する事務は、総務課において処理する。

（雑則）
第１５条 この規程に定めるもののほか、臨床修練に関し必要な事項は、病院長が別に定
める。

附 則
この規程は、平成16年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、令和元年５月１日から施行する。



別記様式第１号（第４条関係）

臨 床 修 練 申 請 書

年 月 日

宮崎大学医学部附属病院長 殿

氏 名

国 籍

生年月日

私は、宮崎大学医学部附属病院において下記のとおり臨床修練を受けたく、関係書類を

添えて申請しますのでよろしくお取り計らい願います。

記

・臨床修練希望診療科等名：

・臨床修練希望期間 ： 年 月 日 ～ 年 月 日

上記のとおり、当診療科等において臨床修練することを承諾します。

年 月 日

診療科等の長 氏名 印

臨床修練指導医（指導歯科医）氏名 印

（裏面）

＜申請書の添付書類＞

1 臨床修練許可申請書（厚生労働大臣への申請用：収入印紙及び写真１枚貼付）

2 旅券、外国人登録証明書、渡航証明書及び登録済証明書のうち、いずれか一つの書類

3 本国政府等の公的機関発行の帰国証明書

4 医師又は歯科医師免許証（免許証未発行の国は、医科大学又は歯科大学の卒業証明書

等）

5 ３年以上の診療経験の証明書

6 日本語力又は英語力の証明書

7 損害賠償保険契約書及び約款又は契約証明書

8 医師の診断書

9 本国において欠格事由に該当しない旨の証明書

10 日本国において欠格事由に該当しない旨の申述書

11 臨床修練計画書及び承諾書

12 許可証用写真１枚(申請前６か月以内に無帽正面で撮影した縦3cm×横2cmのもの)



別記様式第２号（第１２条関係）

実 施 状 況 報 告 書

年 月 日

宮崎大学医学部附属病院長 殿

診療科等名

診療科等の長氏名 印

臨床修練指導医（指導歯科医）氏名 印

本院において、下記のとおり臨床修練を実施したことを報告します。

記

1 臨床修練医

氏 名

国 籍

期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

2 臨床修練指導内容

3 臨床修練医の帰国年月日（未定の場合はその理由）

4 臨床修練証明書交付希望の有無


